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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以

上
の
人
と
、
65
歳
か
ら
74
歳
の
う
ち
一

定
の
障
害
の
あ
る
人
が
対
象
の
医
療
制

度
で
す
。
将
来
に
わ
た
り
、
高
齢
者
が

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

　

医
療
費
の
財
源
は
、
医
療
費
の
約
５

割
を
税
金
な
ど
で
、
約
４
割
を
若
年
者

の
保
険
料
で
、
残
り
の
１
割
を
高
齢
者

の
保
険
料
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
で
は
世
帯
ご
と
に
保

険
料
を
納
め
ま
す
が
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
は
加
入
者
一
人
ひ
と
り
が
保

険
料
を
納
め
ま
す
。

※
１　
「
前
年
所
得
」
と
は

　

平
成
28
年
１
月
１
日
～
12
月
31

日
ま
で
の
１
年
間
の
収
入
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

　

給
与
や
公
的
年
金
で
は
、
収
入

か
ら
給
与
所
得
控
除
額
や
公
的
年

金
等
控
除
額
を
差
し
引
い
た
額
で
、

社
会
保
険
料
控
除
、
配
偶
者
控
除

な
ど
を
差
し
引
く
前
の
額
で
す
。

遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
の
収
入
は
含
み
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
は
、
全
て
の
加
入
者
が
等
し

く
負
担
す
る
「
均
等
割
」
と
、
加
入
者

の
前
年
所
得
※
１
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
」
の
合
計
で
、
加
入
者
一
人

ず
つ
計
算
し
ま
す
。

　

保
険
料
を
算
出
す
る
保
険
料
率
は
、

制
度
を
運
営
す
る
北
海
道
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
、
原
則
２
年
ご
と
に

見
直
し
ま
す
。

平
成
29
年
度
の
保
険
料

　

平
成
29
年
度
の
保
険
料
は
、
均
等
割

額
が
４
万
９
８
０
９
円
、
所
得
割
額
の

基
礎
と
な
る
所
得
割
率
が
10
・
51
パ
ー

セ
ン
ト
、
保
険
料
の
限
度
額
は
57
万
円

で
す
。（
図
１
）

　

平
成
29
年
度
の
保
険
料
額
と
納
め
方

は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
保
険
料
は
制
度
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。
保
険
料
の
納
付
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

所
得
に
応
じ
た
軽
減

①
均
等
割
の
軽
減

　

世
帯
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
均
等
割

の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。（
表
１
）

　

な
お
、
平
成
29
年
度
か
ら
、
均
等
割

額
の
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
範
囲
が

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。（
表
２
）

　

軽
減
は
加
入
者
全
員
と
世
帯
主
の
所

得
で
判
定
し
ま
す
。
世
帯
主
が
加
入
者

で
な
い
場
合
も
判
定
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
公
的
年
金
所
得
は
、

対
象
と
な
る
所
得
か
ら
15
万
円
を
限
度

に
差
し
引
い
た
額
で
判
定
し
ま
す
。

　

収
入
が
な
か
っ
た
人
や
非
課
税
所
得

（
遺
族
、
障
害
年
金
な
ど
）
の
み
で
生

活
し
て
い
る
人
で
も
、
軽
減
対
象
と
な

る
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

②
所
得
割
の
軽
減

　

加
入
者
個
人
の
前
年
所
得
が
91
万
円

（
年
金
収
入
相
当
額
２
１
１
万
円
）
以

下
の
人
は
、
平
成
28
年
度
ま
で
の
所
得

割
は
、
特
例
的
に
５
割
軽
減
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
29
年
度
は
２
割
軽
減

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
30
年
度
か

ら
は
軽
減
が
な
く
な
り
ま
す
。（
図
２
）

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
ま
で
被
用
者
保
険
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
人
※
２
で
、
特
定
の
要
件
※
３

に
該
当
す
る
人
は
、
平
成
28
年
度
ま

で
の
均
等
割
は
、
特
例
的
に
９
割
軽

減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年

度
は
７
割
軽
減
（
４
万
９
８
０
９
円
が

１
万
４
９
４
２
円
）
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
か
ら
は
５
割
軽

減
、
平
成
31
年
度
か
ら
は
資
格
取
得
後

２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、

５
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。（
図
３
）

　

た
だ
し
、
世
帯
の
前
年
所
得
が
低
い

人
は
、
均
等
割
の
軽
減
（
９
割
軽
減
、

８
・５
割
軽
減
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
２　

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る

前
日
に
、
家
族
の
会
社
の
健
康
保
険
な

ど
で
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

※
３　

特
定
の
要
件
の
例

　

単
身
の
人
で
あ
れ
ば
、
年
金
収
入
が

１
６
８
万
円
を
超
え
る
人
な
ど
。
75
歳

以
上
の
夫
婦
２
人
世
帯
で
あ
れ
ば
、
一

方
の
年
金
収
入
が
１
６
８
万
円
を
超
え

る
場
合
な
ど

高
齢
者
の
医
療
を

み
ん
な
で
支
え
る

75
歳
以
上
の
高
齢
者
な
ど
が
対
象
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

国
保
課
（
市
庁
舎
１
階
、
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
は
保
険
料
係
、
☎
65
・
４
１
３
９
、
65
・
４
１
４
０
、
保
険

証
の
交
付
や
医
療
費
、健
診
に
関
す
る
こ
と
は
給
付
係
、☎
65・４
１
３
８
）、北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎
０
１
１・

２
９
０
・
５
６
０
１
）

　
平
成
29
年
度
の
保
険
料
の
計
算
方
法
や
納
め
方
の
ほ
か
、
保
険
料
の
軽
減
や
高
額
医
療
費
の
変
更
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

表１　均等割の軽減

表２　均等割軽減の拡大内容

図２　加入者個人の前年所得が 91 万円以下の人の所得割の軽減

図３　被用者保険の被扶養者だった人で、特定の要件に該当する人の保険料の軽減

図１　平成 29 年度の保険料

保険料の軽減に該当する
場合は、上記金額から軽
減されます。（①均等割の
軽減参照）

本来納めて
いただく
所得割額

本来納めて
いただく
均等割額

前年所得が91万円以下の
人は、２割軽減されます。

（②所得割の軽減参照）

年度の途中で加入・脱
退した場 合 の 保 険 料
は、月割になります。

均等割額
４万 9809 円 ＋ ＝ 年間保険料額

（上限額 57 万円）

所得割額
前年の所得から

33 万円を引いた額
×

所得割率 10.51％

軽減割合 世帯主と被保険者の前年所得の合計が
次の金額以下の世帯 軽減後の均等割額

9 割 33 万円（被保険者全員が年金収入 80 万円以下で他の
所得がない） 4980 円

8.5割 33 万円 7471 円
 5割 33 万円＋（27 万円×被保険者の数） ２万 4904 円
2割 33 万円＋（49 万円×被保険者の数） ３万 9847 円

平成 28 年度
5割 33 万円＋ 26 万 5000 円×被保険者数
2割 33 万円＋ 48 万円×被保険者数

平成 29 年度から
33 万円＋ 27 万円×被保険者数
33 万円＋ 49 万円×被保険者数

納付額
（５割）

納付額（１割）

納付額
（５割）

納付額
（５割）

５割軽減

９割軽減

５割軽減
５割軽減
資格取得後
２年を経過
する月まで

２割軽減

７割軽減

納付額
（８割）

納付額
（３割）

特例
（平成28年度）

特例
（平成28年度）

特例
（平成 29 年度）

特例
（平成29年度）

（平成 30 年度～）

特例
（平成 30 年度）

特例
（平成 31 年度～）

所得割

均等割

納付額
（10 割）

（　　 　   ）
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保
険
料
額
の
例

　

表
３
・
表
４
は
、
年
金
収
入
だ
け
の

場
合
の
、
年
間
保
険
料
の
目
安
で
す
。

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り

◆
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

年
６
回
の
年
金
受
給
時
に
保
険
料
が

あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま
す
。

対
象
者

・
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

人
（
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
１
期
分
の

特
別
徴
収
額
が
、
１
回
分
の
年
金
受

給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

は
除
く
）

◆
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付

書
）

　

平
成
29
年
度
保
険
料
額
（
４
月
～
翌

年
３
月
の
12
カ
月
分
）
を
７
月
～
翌
年

３
月
の
９
回
に
分
け
て
口
座
振
替
ま
た

は
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

対
象
者

・
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の

人
・
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
か
ら
口
座
振
替
へ
変
更

す
る
手
続
き
を
し
た
人

納
め
方

　

口
座
振
替
で
納
め
る
場
合
、
振
替
日

は
７
月（
第
１
期
）か
ら
翌
年
３
月（
第

９
期
）
ま
で
の
各
月
の
末
日
で
す
。
末

日
が
休
日
、
土
・
日
曜
日
の
場
合
は
金

融
機
関
の
翌
営
業
日
が
振
替
日
と
な
り

ま
す
。　

　

な
お
、
平
成
28
・
29
年
度
の
途
中
で

75
歳
に
な
っ
た
人
や
、
帯
広
市
に
転
入

し
て
き
た
人
、
保
険
料
の
軽
減
な
ど
で

一
度
特
別
徴
収
が
停
止
に
な
っ
た
人
な

ど
は
、
年
度
の
途
中
で
特
別
徴
収
に
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
め
方
の
変
更

◆
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振

替
）
へ

　

特
別
徴
収
で
保
険
料
を
納
め
て
い
る

人
で
も
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

希
望
す
る
人
は
、「
口
座
振
替
依
頼

書
」
と
「
納
付
方
法
選
択
申
出
書
」
の

提
出
が
必
要
で
す
。
国
保
課
保
険
料
係

へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
保
険
証

②
通
帳
な
ど
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

③
口
座
の
届
け
出
印

　

手
続
き
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

が
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
を
停
止
す
る

に
は
２
～
４
カ
月
程
度
か
か
る
の
で
、

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
口
座
振
替
に
変
更
し
た
後
、

保
険
料
の
未
納
が
発
生
し
た
場
合
は
、

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
変
更
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

７
月
に
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　

平
成
29
年
度
の
保
険
証
を
、
７
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。新
し
い
保
険
証（
黄

色
）
が
届
い
た
ら
、
今
ま
で
お
使
い
の

保
険
証
（
水
色
）
は
破
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担

割
合
や
自
己
負
担
限
度
額
な
ど
の
詳
細

は
、
保
険
証
に
同
封
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
、療
養
病
床
入
院
時

生
活
療
養
費
が
一
部
変
更

　

高
額
療
養
費
制
度
は
、１
カ
月（
月
の

初
日
か
ら
末
日
ま
で
）の
医
療
費（
保
険

診
療
分
）
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
そ
の
超
え
た
額
を
支
給
す
る

制
度
で
す
。
８
月
か
ら
自
己
負
担
限
度

額
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。（
表
５
）

　
「
現
役
並
み
所
得
者
」
と
「
一
般
」
区

分
の
外
来
（
個
人
単
位
）
の
自
己
負
担

限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、「
一

般
」
区
分
の
入
院
＋
外
来
（
世
帯
単

位
）
で
「
多
数
回
」
該
当
※
４
の
限
度
額

４
万
４
４
０
０
円
、
外
来
（
個
人
単
位
）

で
年
間
上
限
額
14
万
４
０
０
０
円
が
新

た
に
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
療
養
病
床
入
院
時
生
活
療
養

費
の
う
ち
、
居
住
費
が
平
成
29
年
10
月

に
改
正
さ
れ
ま
す
（
指
定
難
病
医
療
受

給
者
お
よ
び
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

を
除
く
）。
医
療
区
分
Ⅰ
（
厚
生
労
働

省
の
定
め
る
一
定
の
基
準
を
満
た
す

者
を
除
く
）
の
居
住
費
が
１
日
当
た
り

３
２
０
円
か
ら
３
７
０
円
に
、
医
療
区

分
Ⅱ
・
Ⅲ
の
居
住
費
が
１
日
当
た
り
０

円
か
ら
２
０
０
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

※
４　
「
多
数
回
」
該
当

　

同
一
世
帯
で
、
高
額
療
養
費
の
支
給

が
12
カ
月
以
内
に
４
回
以
上
に
な
っ
た

と
き
の
４
回
目
以
降
の
自
己
負
担
限
度

額※
５　

適
用
区
分
（
表
５
）

▽
現
役
並
み
所
得
者
…
住
民
税
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
人
と
、
そ
の

同
一
世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
（
た
だ
し
、
生
年
月
日
が
昭
和
20

年
１
月
２
日
以
降
の
被
保
険
者
お
よ
び

同
一
世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
各
所
得

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
33
万
円
を
引
い
た
金
額

の
合
計
額
が
２
１
０
万
円
以
下
の
人
は

除
く
）

▽
一
般
…
住
民
税
課
税
世
帯
で
現
役
並

み
所
得
者
以
外
の
人

▽
区
分
Ⅱ
…
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
で
「
区
分
Ⅰ
」
に
該
当
し
な
い
人

▽
区
分
Ⅰ
…
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
で
所
得
が
０
円
の
世
帯
の
人
（
公
的

年
金
収
入
の
み
の
場
合
、
受
給
額
が

80
万
円
以
下
お
よ
び
老
齢
福
祉
年
金
受

給
者
）

全
て
の
加
入
者
へ

医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

　

受
診
し
た
医
療
機
関
名
と
医
療
費
が

記
載
さ
れ
た
医
療
費
通
知
を
、
受
診
状

況
の
再
確
認
と
健
康
管
理
の
重
要
性
を

よ
り
強
く
認
識
し
て
も
ら
う
た
め
、
受

診
し
た
全
て
の
加
入
者
へ
、
年
２
回
、

９
月
と
３
月
に
送
付
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
健
診
・
歯
科
ド
ッ
ク

（
年
１
回
無
料
）を
受
診
し
よ
う

　

５
月
上
旬
に
、
生
活
習
慣
病
の
予
防

や
早
期
発
見
を
目
的
と
し
た
、
健
診
の

無
料
受
診
券
を
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
で

送
付
し
て
い
ま
す
。
実
施
病
院
や
コ
ミ

セ
ン
な
ど
で
受
診
で
き
ま
す
。
ま
た
、

歯
科
ド
ッ
ク
は
市
内
の
十
勝
歯
科
医
師

会
会
員
の
歯
科
医
院
で
受
診
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
受
診
券
に
同
封
さ
れ
て
い

る
「
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？　

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
と

同
等
の
効
果
・
効
能
・
安
全
性
が
期
待

で
き
る
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
の
承
認

を
得
て
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
薬
と
比
べ
て
安
い
価
格
で

購
入
で
き
、
医
療
費
の
削
減
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を
希

望
す
る
人
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
そ
の

旨
を
伝
え
る
か
、
医
療
機
関
や
調
剤
薬

局
の
窓
口
に
「
希
望
カ
ー
ド
」
を
提
示

す
る
と
処
方
さ
れ
ま
す
。「
希
望
カ
ー

ド
」
が
必
要
な
人
は
、
国
保
課
給
付
係

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
全
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
医
師
の
判
断
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
で
き
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

表３　単身世帯（世帯主）の場合

表５  １カ月の自己負担限度額
○現行

○平成 29 年８月以降

表４　夫婦２人世帯（共に被保険者）で、妻が被用者保険の被扶養者で
　　　年金収入 80 万円以下の場合

年金収入 均等割軽減 所得割軽減 平成 29 年度
年間保険料 前年度比

80万円 ９割 ー 4900 円 増減なし
153万円 8.5 割 ー 7400 円 増減なし
168万円 8.5 割 ２割 ２万円 4700 円↑
195万円 ５割 ２割 ６万 200 円 1700 円↓
211万円 ２割 ２割 ８万 8600 円 １万 8300 円↑
217 万円 ２割 ー 10 万 7100 円 9900 円↓

適用区分※５
自己負担限度額（月ごと）

外来（個人単位） 入院＋外来（世帯単位）

現役並み所得者 ４万 4400 円 ８万100円＋（総医療費−26万7000円）×１％
＜多数回４万 4400 円＞※４

一般 １万 2000 円 ４万 4400 円
区分Ⅱ

8000 円
２万 4600 円

区分Ⅰ １万 5000 円

適用区分※５
自己負担限度額（月ごと）

外来（個人単位） 入院＋外来（世帯単位）

現役並み所得者 ５万 7600 円 ８万100円＋（総医療費−26万7000円）×１％
＜多数回４万 4400 円＞※４

一般
１万 4000 円

（年間14万4000円上限）
対象となる医療費は、
8 月～翌年 7 月診療分

５万 7600 円
＜多数回４万 4400 円＞※４

区分Ⅱ
8000 円

２万 4600 円
区分Ⅰ １万 5000 円

夫の年金収入 区分 均等割軽減 所得割軽減 平成 29 年度
年間保険料 前年度比

80万円
夫 ９割 ー 4900 円 増減なし
妻 ９割 ー 4900 円 増減なし

153万円
夫 8.5 割 ー 7400 円 増減なし
妻 8.5 割 ー 7400 円 2500 円↑

168万円
夫 8.5 割 ２割 ２万円 4700 円↑
妻 8.5 割 ー 7400 円 2500 円↑

211万円
夫 ５割 ２割 ７万 3600 円 １万 8300 円↑
妻 ７割 ー １万 4900 円 １万円↑

222万円
夫 ５割 ー ９万 7400 円 １万 4900 円↓
妻 ７割 ー １万 4900 円 １万円↑

266万円
夫 ２割 ー 15 万 8600 円 9900 円↓
妻 ７割 ー １万 4900 円 １万円↑
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